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平成 23 年 9 月 14 日  

各      位 

会 社 名     株式会社ＮＦＫホールディングス 

代表者名    代表取締役社長   関口 陽介 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード 6494） 

問合せ先責任者  役職・氏名 取締役  古池 政巳 

電話  045-575-8000 

 

訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年 6 月 13 日付開示資料「当社元役員に対する損害賠償請求に関するお知らせ」に

てお知らせのとおり、当社元役員に対し損害賠償を請求することを決議しておりましたが、本日、元

役員ら 6名に対して損害賠償請求訴訟を提起致しましたのでお知らせ致します。なお、本民事訴訟に

つきましては、会社法第 386 条第 1項の規定により監査役が当社の代表者として訴訟の提起を行って

おります。 

 

記 

 

１．訴訟を提起した裁判所および年月日 

  横浜地方裁判所 平成23年9月14日 

 

２．訴訟を提起した相手 

 【元取締役】 

城寳 豊(元代表取締役)、田中 耕、久保田 隆(元代表取締役) 

 【元監査役】 

保田 力、山岸 照寛、光成 卓郎 

 

３．訴訟の概要 

 （１）請求内容 

    損害賠償金 1億4000万円及び遅延損害金 

 

（２）請求原因の概要 

当社は、平成23年6月13日付開示資料「当社元役員に対する損害賠償請求に関するお知らせ」に

てお知らせのとおり、平成22年3月期決算において投資有価証券評価損として特別損失計上に至っ

た匿名組合契約の締結に係る承認決議に関与した元取締役、および元監査役に対し損害賠償請求

及びその支払い交渉を行ってまいりました。しかしながら、元役員ら6名からは賠償に向けた誠実

な回答を得られなかったため、本訴訟提起に至っております。 

  なお、前回開示資料にございましたキム・ジョンウォン元取締役につきましては、その後の調

査の結果、当該匿名組合契約締結の承認決議には参加していなかったことが判明したため、除外

しております。 
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４．今後の見通し 

本民事訴訟の提起が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後開示すべ

き事項が発生した場合には速やかに開示いたします。 

なお、本訴訟の原因となっている匿名組合出資金につきましては、平成22年3月期までにおいて、

全額引当済みとなっておりますので、当社業績に与える影響はございません。 

 

 

 

以上 


